
１　施策が目指す江東区の姿

２　施策を実現するための取り組み

３－１　施策に影響を及ぼす環境変化（法改正・規制緩和・社会状況等）・区民要望・ニーズの変化

３－２　国・都などの方針・基準等に基づき実施するため区の権限が限定的な事業

現状値 目標値 指標
２６年度 ３１年度 担当課

1 ％ 82.3 85
河川
公園課

2 ㎡ 8.60 8.43 10
河川
公園課

3 ｍ 27,097
（25年度）

29,647
河川
公園課

4 か所 49
（25年度）

54
施設
保全課

5 ％ 62.9 75
施設
保全課

6 人 1,159
（25年度）

―
施設
保全課

生物多様性という言葉を聞いたことが
ある区民の割合

ポケットエコスペース設置数

水と緑に関するボランティア数

水辺と緑に豊かさを感じる区民の割合

＜施策評価シート＞

※指標のうち、網掛けは長期計画（後期）から新たに追加、もしくは内容を変更したもの

水辺・潮風の散歩道整備状況

・豊洲地区をはじめとした臨海部の人口が増加している。
・河川や運河は護岸整備が進み、治水に対する安全性が向
上するとともに、散歩道などへの利用転換が進んでいる。
・都の旧中川整備事業が完成し、旧中川水辺公園として管
理を行っている。旧中川・川の駅がオープンし、民間事業
者による東京初の水陸両用バスの運行が開始した。
・平成23年、ＰＦＩ法改正により、公園等において公共施
設等運営権を設定したＰＦＩ事業の運営が可能となった。
・地球の温暖化や都市のヒートアイランド対策など環境問
題への関心が高まり、緑を求める区民の割合が増えてい
る。
・レクリエーション活動が多様化し、公園利用に係わる
ニーズに変化が見られる。また、介護予防機能を備えた健
康遊具の設置が求められるなど、高齢化社会への対応が必
要となっている。

・新たな公園・緑地の整備が進まなければ、人口増加に
よって区民一人当たりの公園面積が減少する。
・散歩道などの整備が進み、ネットワーク化が進む。
・緑化の普及事業や緑のネットワークの進展により区民
が水辺と緑に触れ合う機会が増え、緑や生物多様性への
意識が高まる。
・「持続可能な社会」の実現に向けて、「自然との共
生」を図るためのハード面・ソフト面の基盤整備が求め
られる。
・まちとしての個性と魅力が求められる時代となり、エ
コロジカルネットワーク形成を含め、豊かで美しい水辺
と緑の質が大切になる。
・公園利用が多様化し、ニーズにあった公園改修が必要
になる。
・区民が水辺と緑にふれあう機会が多くなるため、緑の
育成や公園管理に区民自ら参加できる仕組みが必要とな
り、ボランティアの育成やＮＰＯ等との協働が重要にな
る。

３１年度

施策

区民１人当たり公園面積

４　施策実現に関する指標 単位 ２７年度 ２８年度

②エコロジカルネットワークの形
成

５年前から現在まで

２９年度

今後５年間の予測（このままだとどうなるか）

水辺の緑の帯と区内各所の緑が整備され、ヒートアイランド現象を緩和する風の道が確保されてい
ます。また、エコロジカルネットワークが形成され、自然と人とがともに支えあって生きていま
す。

①連続性のある水辺と緑の形成
水辺に親しめる多彩な散歩道を整備し、河川・運河沿い等の緑を育てることに
より、緑を連続させて風の道を創出します。また、区民に親しまれる公園の整
備・維持を行います。

③みんなでつくる水辺と緑と自然
区民・事業者に対し、水辺と緑の維持管理に向けた協力を働きかけます。ま
た、ポケットエコスペースの整備など、区民が身近で自然と触れ合える機会を
つくります。

エコロジカルネットワークの方針を明確にし、生態系の保全を進めると共に、
計画的な緑地整備や緑地管理を行います。

記入例

主管部長（課）

関係部長（課）
土木部長（施設保全課）、教育委員会事務
局次長（学校施設課）

水辺と緑のネットワークづくり1

土木部長（河川公園課）

３０年度

「江東区長期計画（後期）」の第３章「長期計画（後期）における分野別計画」に定める各施策の「施策
が目指す江東区の姿」を転記しています。

「江東区長期計画（後期）」の第３章「長期計画（後期）における分野別計画」に定める各施策の「施策
を実現するための取り組み」の項目及び取り組みを転記しています。

５年前から現在（平成27年4月）までの当該施策に
影響を及ぼす環境変化（法改正・規制緩和・社会状
況等）や区民要望、区民ニーズの変化について記
入しています。

今後５年間の当該施策に関する環境変化（法改

正・規制緩和・社会状況等）や区民要望、区民ニー

ズの変化の予測について記入しています。

国や都などが定めた方針・基準等に基づき実施するため、区の権限が限定的であり、区の創
意工夫による取り組みが困難な事業のうち、主な事業について記入しています。

長期計画（後期）の第３章「長期計画（後期）における分野別計画」に定
める各施策の「施策実現に関する指標」を転記しています。

なお、平成27年度の数値が確定している場合は記入しています。

※長期計画（後期）から新たに設定した指標は、網掛けしています。



５　施策コストの状況

６　一次評価≪主管部長による評価≫

　(1)　施策実現に関する指標の進展状況

　(2)　施策における現状と課題

　(3)　今後５年間の施策の取り組みの方向性

【指標１】水辺と緑に豊かさを感じる区民の割合は、近年では80％台を維持しており、区民にとってみどりが身近に
感じられている。
【指標２】区民一人当たりの公園面積は、人口増加による減少が予想される。
【指標３】水辺の散歩道整備は都により小名木川が概成し、現在は北十間川及び横十間川の整備が進められている。
潮風の散歩道整備は、計画的に整備を行っている。
【指標４】ポケットエコスペース設置数については、平成24年度以降の設置数は横這いとなっている。
【指標６】水と緑に関するボランティア数は順調に推移している。

２８年度予算

人件費 462,288千円 486,424千円

2,668,931千円

２６年度予算 ２６年度決算(速報値) ２７年度予算

0千円トータルコスト 2,477,667千円

◆豊かな緑の形成に向けて、公園や水辺・潮風の散歩道の整備を着実に進め、水辺のネットワーク化を推進するとと
もに、公園の運営・維持管理については、質の向上と支出の縮減を図るため、区民・事業者・区で連携するなど、
様々な手法を検討していく。◆区の人口増加に伴い、より必要となる公園・緑地について、事業者との連携により新
たな公園・緑地の創出を目指す。◆水辺・潮風の散歩道の整備にあたっては、ネットワークの形成を目的に、分断し
ている箇所についても引き続き整備を進めていく。◆児童の自然保護に対する意識、環境問題への関心を高めるた
め、環境学習の場として、引き続きポケットエコスペースの整備を行っていく。◆エコロジカルネットワーク形成の
推進に向けて、計画的な緑地整備や緑地管理を行う。また、自然観察会の支援や緑地保全活動の活性化を促進するな
ど、区が積極的に区民に働きかけ、みどりにふれあう機会や場を数多く用意する。◆高齢化が進んでいるボランティ
アが持続的に活動出来るよう、活動環境の改善に取り組んでいく。◆仙台堀川公園については、近隣に避難場所が少
ないことから道路の無電柱化と合わせた一体整備を行い、緑豊かな憩い空間と歩行者の安全性を確保した公園の創出
を図る。

◆緑の豊かさを増やすためには、緑のネットワーク化を進めることで区民が緑に触れ合う機会を増やす必要がある。
また、緑化推進による各施設の植栽後の樹木の生育や拡充により必要となるメンテナンスなど適正な維持管理を行う
必要がある。◆区民一人当たりの公園面積は、本区の急激な人口増加により減少している。◆水辺・潮風の散歩道の
整備状況については、計画的に進行しているが、分断している箇所がある。◆ポケットエコスペース設置数について
は、学校の新増築時や公園の新設・改修時に合わせて整備を進めている。◆生物多様性については、身近な生活環境
における重要性を周知していくことが求められる。◆水と緑に関するボランティア数については、さらなる拡大を目
指すことや継続的な活動を促す環境が必要となる。◆大規模改修が予定されている仙台堀川公園は、施設の老朽化な
どが進んでいるほか、園内の自転車通行が増え歩行者と錯綜している。さらに、隣接する両側の道路幅員が狭いなど
の課題がある。

事業費 2,015,379千円 2,182,507千円

0千円

参考１

「28年度予算」は、平成28年度当初予算確定後に記入します。

≪主管部長が記載≫

施策に関する現在の取り組み状況や施策の目標を達成する上での課題等について記入しています。

≪主管部長が記載≫

施策実現に関する指標がどのように推移してきたか（進展しているのか、大きな進展はないのか）、目標

値の達成に向けて具体的にどのような取り組みを行ってきたかについて記入しています。また、進展状況に

関して要因として考えられる事象などがあれば、あわせて記入しています。

※今年度については、長期計画（後期）から新たに設定した指標については、過去の数値が捕捉できない
ものもあるため、記載していません。

※指標の進展状況については、別添の参考３「施策実現に関する指標に係る現状値の推移（平成22～26
年度）」でご確認ください。

≪主管部長が記載≫

現状と課題等を踏まえ、今後５年間の施策の取り組みの方向性について記入しています。



≪参考≫　平成25年度　行政評価（二次評価）結果

平成26年度　行政評価（二次評価）結果

施策 1
水辺と緑のネットワークづく
り

主管部長（課） 土木部長（河川公園課）

関係部長（課）
土木部長（施設保全課）、教育委員会事務局次長
（学校施設課）

・公園や水辺・潮風の散歩道について、昨今の労務費の上昇等による影響を十分に考慮した上で、長期計画に
掲げた整備・改修計画の着実な実施を図るとともに、区民ニーズを十分に分析し、各々の役割を踏まえた施設と
なるような整備・改修を行う。【土木部】

・水辺・潮風の散歩道について、区民にとって利用し易くネットワーク化された整備を行う。【土木部】

・施設の整備・改修にあたっては、企画、設計、工事、改修、修繕、維持管理にわたるライフサイクルコストを十分
検討し、コストの縮減に取り組む。【土木部】

・エコロジカルネットワーク形成の促進に当たっては、社会環境の変化や費用対効果を勘案しつつ、効果的な取
り組みを検討する。【土木部】

・水辺・潮風の散歩道や公園について、長期計画に掲げた整備・改修計画の着実な実施を図るとともに、区民
ニーズを十分に分析した上で、各々の施設の役割を踏まえた施設となるような整備・改修を行う。【土木部】

・水辺・潮風の散歩道について、区民にとって利用し易くネットワーク化された整備を行う。【土木部】

・施設の整備・改修にあたっては、企画、設計、工事、改修、修繕、維持管理にわたるライフサイクルコストを十分
検討し、コストの縮減に取り組む。【土木部】

・エコロジカルネットワークの形成について、費用対効果を勘案しつつ、今後の方針及び具体的な取り組みを検討
する。【土木部】

記入例 ＜行政評価結果への取り組み状況説明シート＞

「平成26年度行政評価結果」の「２．施策評価」における「７ 二次
評価≪区の最終評価≫」を転記しています。

「江東区長期計画の展開2014」の第６章「平成25年度行政評
価」における「２．施策評価」の「８ 二次評価≪区の最終評価≫」
を転記しています。



これまでの取り組み状況

①

②

③

④

取
り
組
み

・施設の整備・改修に当たっては、定期的な点検及び維持管理と計画的な小規模改修を繰り返し施すこと
により、施設の延命化を図る。照明灯のＬＥＤ化を進め、長寿命化とコストの縮減を図る。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

取
り
組
み 【新たな取り組みを行った事業】

ライフサイクルコストの縮減に資する施設の整備・改修

【見直した事業】

・エコロジカルネットワークの形成に必要な場所に緑地やビオトープを整備している。整備を行う際には、
生態系を考慮しながら植栽の樹種の選定・配置を行うとともに、生きものが住みやすい環境の維持管理に
努めている。

【見直した事業】【新たな取り組みを行った事業】

・公園や水辺・潮風の散歩道については、社会情勢や地域特性などを踏まえ、その施設に求められる役
割を考慮した設計を行い、整備・改修を実施している。労務費の上昇など、整備・改修計画に支障をきた
す恐れのある事項については、最新の情報を得られるよう動向を注視していく。

【見直した事業】【新たな取り組みを行った事業】

・河川の耐震護岸上や運河の護岸上を園路として整備している。城東地区の小名木川は概成し、現在、
北十間川及び横十間川の整備が進行している。西側河川については、地元調整をしながら計画的に整備
を行い、ネットワーク化を図る。運河についても、各路線がネットワーク化するように努めていく。

取
り
組
み

水辺・潮風の散歩道のネットワーク化

コストや区民ニーズを踏まえた公園や水辺・潮風の散歩道の整備

取
り
組
み

エコロジカルネットワークの形成の促進

評価結果を受けて、新たな取り組みや見直しを行った事
務事業を記入しています。

平成26年度行政評価（二次評価）評価に対する取り組
み状況について記入しています。

具体的な取り組みに至っていない項目についても、こ
れまでの検討状況や今後の方向性等について記入して
います。


